
致命傷は頭部 
重軽傷は脚部・腕部 

  

交差点事故が多い 
・右折と直進の事故 
・出会い頭の事故 

１６～２４歳の若年者が多い 
 （３人に１人は若年者）  

ツーリング目的が 

約３割を占める 

死傷者の 

損傷部位 

ヘルメットと 

プロテクター 
で自分を守る 

 

事故類型 

 

交差点では 
必ず安全確認 

死傷者の 

通行目的 

慣れない道は 

あせらず・ 

ゆっくり 

死傷者の年齢 
若年者は 

特に注意 

【 自動二輪車乗車中の死傷者数の月別推移（三重県・平成２７年） 】 
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三  重  県   警  察 

平成28年４月１１日 

【やめて！音楽を聴きながらの運転！】 
   三重県道路交通法施行細則の改正に伴い、平成２８年４月１日から、警音器、緊急
自動車のサイレン、警察官の指示等の安全な運転に必要な周囲の音又は声が聞こえ

ないような大音量で、イヤホーンやヘッドホン等を利用して音楽やラジオ等 を聴きなが
ら車両を運転すると、道路交通法の違反（罰則：５万円以下の罰金）となります。 
  ※ 大音量でカーステレオやラジオを聞くことなども、違反となります。 

  ※ 聴覚が低下した方が補聴器を使用する場合や警察官、消防士などが業務のためにイヤ ホーンを 

   使用する場合は違反となりません。 

※ 自動二輪車は、排気量１２５CC以下の二輪車（原付車）を除く。 


